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       リーフレットによるインフルエンザに関する啓発について 

 
昨年の春以降、新型インフルエンザが発生し、その後、感染が拡大したことから、１月１５日現在、

県内の約８４％（＊）の学校で臨時休業の措置が行われるなど、大きな影響が出ています。 

 これまでの状況をみると、県内の学校では１０月をピークに患者数は減少しているものの、例年、１

月から３月にかけては季節性インフルエンザが流行する時期であり、また、１月に入って、あらたにイ

ンフルエンザによる臨時休業を実施した学校が発生している状況をみると、引き続き、児童生徒等のイ

ンフルエンザの感染拡大防止に努めるとともに、学校教育への影響を最小限にする必要があると認識し

ています。 

 つきましては、下記のとおり、児童生徒及び保護者向けのインフルエンザに関する啓発リーフレット

を作成し、各小中学校に直接お送りしますのでご了解頂くとともに、所管の小中学校における啓発につ

いて、ご協力頂きますようお願いいたします。 
                     記 
１ 送付物 

・ リーフレット「みんなで防ぐインフルエンザ」小学生用、中学生用、外国語版 
（ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、中国語、英語） 

  ・リーフレットに同封する小中学校長宛文書 
２ 送付時期及び送付方法 
  平成２２年１月２２日に、業者から各小中学校へ直接送付します。 
３ 送付部数 
（１） 日本語 各小中学校の児童生徒数及び教職員数 

※予備を若干数入れてあります。 
     ※小学生用は、ふりがなを付してあります。 

（２） 外国語 平成２１年９月１日時点の日本語指導が必要な外国人児童生徒数（小中学校教育室 
 調査） 
※予備を若干数入れてあります。 

４ 各小中学校における配付について 
  各小中学校において、すみやかに児童生徒に配付し、リーフレットの内容について指導が行われる

よう配慮をお願いします。 
 
 
 



 

＊ 

 県内の学校における感染状況は「三重県感染症情報センター」Webページ内の「2009/10年集団かぜ発

生状況【今シーズンの閉鎖措置施設一覧及び推移グラフ】からダウンロードできるエクセルファイルに

詳しく掲載されるとともに、日々更新されています。 

 http://www.kenkou.pref.mie.jp/topic/shudankaze/kazehoudoumenu09_10.htm#1 
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